
八雲町都市計画審議会資料 「立地適正化計画」について 

 

１.立地適正化計画策定の背景 

・人口減少、少子高齢化の進行により市街地が低密度化。 

・人口一人当たりの市街地維持コストが増大。 

・現行のサービス水準を今後も維持していくことが困難。（上下水道、除雪等） 

・立地適正化計画に基づき「コンパクトシティ＋ネットワーク」を実現し、持続可能な

まちづくりを行う。 

 

２.立地適正化計画とは 

① 意義と役割 

・市町村マスタープランの高度化版。（居住、医療、福祉、商業、公共交通） 

・コンパクトなまちづくりと地域交通の再編との連携。 

・公共施設の再配置や公的不動産を活用した民間機能の誘導。 

・市街地空洞化防止のための新たな選択肢。 

 

② 立地適正化計画作成の内容 

☆考え方・方針 

・都市計画区域内全体を立地適正化計画の区域とすることが基本。 

・概ね２０年後の都市の姿を展望。 

・将来の人口の見通しと、それを踏まえた財政の見通しを立て、都市構造と 

財政支出の関係を精査し策定する。 

   ☆区域の設定（開発の届出義務が発生）   ・居住誘導区域     ・駐車場配置適正化区域   ・都市機能誘導区域   ・跡地等管理区域 

③ 特例措置  ・都市機能誘導区域内における、容積率や用途制限を緩和。  ・誘導施設の区域外での立地について、市町村への事前届が必要となり、 

届出時の勧告などにより、施設の集約化等を緩やかにコントロール。    

④ 国の支援措置  ・誘導施設整備に対して、国が民間事業者へ直接支援する新たな補助制度。  （医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、商業施設などに対して補助）  ・立地適正化計画を策定する都市において活用可能な予算措置。 

（社会資本整備総合交付金により、各種支援事業を用意）  ・都市機能を誘導する事業を促進するための税制措置（所得税の一部軽減） 

 

3.社会資本整備総合交付金をめぐる情勢 

・国の予算は例年横ばいの推移に対して、各都道府県からの事業要望は年々右肩上がり

となっており、年々自治体に対する補助金の充当率が低くなっている。 

・優先的に取り組むべき事業を設定し、その事業に支援を強化し重点的に交付金を配分

する方針を決定。（事業採択にメリハリをつける） 
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立地適正化イメージ図 
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